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令和８年度事業計画

１ 講習 

(1) 消防設備点検資格者講習

消防庁長官登録講習機関として、消防法（昭和23年法律第186号）第17条の3の3及び

同施行規則（昭和36年自治省令第6号）第31条の6の規定に基づく消防設備点検資格者

を養成するための消防設備点検資格者講習及び再講習を次のとおり実施する。 

① 講 習

区 分 実施回数 受講見込者数 

第１種 48回 3,300人 

第２種 48回 3,000人 

特 種  1回 30人 

計 97回 6,330人 

② 再講習

区 分 実施回数 受講見込者数 

第１種  67回 9,800人（3,920人） 

第２種  67回 9,300人（3,720人） 

特 種  3回  90人 

計 137回 19,190人（7,640人） 

※ （ ）内は、オンライン講習受講見込者数であり内数である。

(2) 防火対象物点検資格者講習

総務大臣登録講習機関として、消防法第8条の2の2及び同施行規則第4条の2の4の規

定に基づく防火対象物点検資格者を養成するための防火対象物点検資格者講習及び再

講習を次のとおり実施する。 

① 講 習

実施回数 受講見込者数 

18回 1,100人 

② 再講習

実施回数 受講見込者数 

23回 2,400人（960人） 

※ （ ）内は、オンライン講習受講見込数であり内数である。



 

 (3) 防災管理点検資格者講習 

   総務大臣登録講習機関として、消防法第36条及び同施行規則第51条の12の規定に基

づく防災管理点検資格者を養成するための防災管理点検資格者講習及び再講習を次の

とおり実施する。 

  ① 講 習 

実施回数 受講見込者数 

11回 470人 

  ② 再講習 

実施回数 受講見込者数 

14回 1,100人（440人） 

※ （ ）内は、オンライン講習受講見込者数であり内数である。 

 

 (4) 自衛消防業務講習 

   総務大臣登録講習機関として、消防法第8条の2の5及び同施行令（昭和36年政令第37

号）第4条の2の8の規定に基づく自衛消防要員を養成するための自衛消防業務講習及び

再講習を次のとおり実施する。 

  ① 講 習 

実施回数 受講見込者数 

315回 14,100人 

  ② 再講習 

実施回数 受講見込者数 

245回 13,300人 

 

 (5) 可搬消防ポンプ等整備資格者講習 

   「可搬消防ポンプ等整備資格者講習事務規程」（平成5年消安セ規程第30号）に基づ

く可搬消防ポンプ等の点検・整備について必要な知識及び技能を有する者を養成する

ための可搬消防ポンプ等整備資格者講習、特例講習及び再講習を次のとおり実施する。 

  ① 講 習 

区 分 実施回数 受講見込者数 

講  習 1回 30人 

特例講習 1回 70人 

計 2回 100人 

  ② 再講習 

実施回数 受講見込者数 

3回 120人 

 



 

 (6) 消防設備士講習 

   総務大臣指定講習機関として、消防法第17条の10の規定に基づく工事整備対象設備

等の工事又は整備に関する講習（消防設備士講習）をオンラインにより次のとおり実

施する。 

受講見込者数 

12,500人 

 

 (7) その他 

   防火管理講習及び防災管理講習の事務の一部を受託する。 

 

２ 認定・性能評定・評価・推奨 

 (1) JIS Q 17065（ISO/IEC 17065）に基づく業務の実施 

   消防用設備機器の認定業務に関し、「JIS Q 17065（ISO/IEC 17065）：適合性評価 

－製品、プロセス及びサービスの認証を行う機関に対する要求事項」に基づく国際的

な製品認証機関として公益財団法人日本適合性認定協会（JAB）から認定を取得してお

り、同規格に基づいて認定業務を行う。 

 (2) 消防用設備等の認定（登録認定） 

   登録認定機関として、消防法施行規則第31条の４第１項の規定に基づく消防用設備

等又はこれらの部分である機械器具が設備等技術基準の全部又は一部に適合している

ことの認定を行う。 

 (3) 二次製品等防火水槽等の認定 

   消防防災施設整備費補助金交付要綱別表第４の注５に規定する二次製品等防火水槽

等の認証業務を行う第三者機関として二次製品等防火水槽等について同要綱別表第３

第１に定める規格に適合していることの認定を行う。また、その他の二次製品等防火

水槽等について、二次製品等防火水槽等認定規程（平成13年消安セ規程第８号）等に

基づき認定を行う。 

 (4) 消防防災用設備機器の性能評定 

  ① 上記(2)により認定する消防用設備等又はこれらの部分である機械器具以外の消防

防災用設備機器について性能評定を行う。 

  ② 新たに技術開発により製品化された消防防災用設備機器について、積極的に性能

評定を行う。 

 (5) 特殊消防用設備等の性能評価 

   登録検定機関として、消防法第17条第３項の規定に基づく特殊消防用設備等の性能

評価を行う。 

 



 

 (6) 消防設備システムの評価 

   消防設備システム評価規程（平成16年消安セ規程第37号）に基づき、防火対象物の

消防設備システム（性能評価の対象を除く。）について防火安全性を有することの評

価を行う。 

 (7) 優良消防用設備等消防庁長官表彰 

   消防庁の「優良消防用設備等表彰要綱」に基づき、「特殊消防用設備等の性能評価」

及び「消防設備システム評価」を受けた防火対象物で、前年度末までに竣工したもの

の中から、他の模範となる優良消防用設備等を上申する。 

 (8) ガス系消火設備等の評価 

   ガス系消火設備等評価規程（平成7年消安セ規程第2号・平成8年危保規程第7号）に

基づき、消防法令の適用を超えて設置されるガス系消火設備について、適正な機能・

性能等を確保するための評価を行う。 

 (9) 推奨 

  ① 消防防災製品等の推奨 

    消防防災分野において有効に活用できると認められる製品及び高度な情報通信技

術を用いたシステム等を推奨する。 

  ② 住宅用防災機器等の推奨 

    住宅防火対策において有効に活用できると認められる優良な住宅用防災機器・防

炎製品等を推奨する。 

  

３ 調査研究 

  次に掲げる事項について調査研究を行う。 

 (1) 社会情勢の変化や火災危険性を踏まえた防火対策の推進 

 (2) 消防用設備等点検制度の適正化 

 (3) その他安全センターの設立目的を達成するための調査研究 

  

４ 研究助成 

  次に掲げる分野に関する研究開発等に助成する。 

 (1) 住宅又は小規模社会福祉施設の防火に寄与する消防防災用設備等の機器に関するもの 

 (2) 消防用設備等に係る点検の効率化等に資する技術又は経年劣化に対応する技術に関

するもの 

 (3) 情報通信技術を活用した消防防災用設備等に関するもの 

 (4) 消防防災用設備等の分野において社会課題・環境課題に対応した製品開発に関する

もの 

 (5) 消防防災用設備等の分野において有効活用できる設備・機器等で実用化できるもの 

 

 



 

５ 違反是正支援・相談等 

  次に掲げる違反是正支援・相談事業を積極的に実施するとともに、高度複雑化する予

防業務に対する支援を実施する。 

 (1) 講演会等の開催 

  ① 消防用設備等に係る動向や課題、消防用設備等点検などについての講演会を、消

防技術関係者等を対象に実施する。 

  ② 消防法令違反の是正に係る事例発表会、事例研究会を支援するとともに違反是正

に係る講演等の動画配信を実施する。 

 (2) 広報印刷物等の作成配布 

   消防法令の改正や法令基準等について分かり易いリーフレットを作成・配布するこ

と及び消防法令の違反是正に関する資料や動画をホームページで公開することで、消

防法令違反の是正推進及び防火対象物の防火安全対策の普及促進を図る。 

 (3) 各種相談対応 

   消防技術関係者等からの各種相談、情報提供、違反是正推進の相談対応等を行う。 

 

６ 消防防災業務の推進 

 (1) 保守点検の適正化 

  ① 「都道府県消防設備協会連絡協議会」との連携協調を図りつつ、消防用設備等の

保守業務の適正な推進を図る。 

  ② 消防用設備等の適正な点検の実施を確保するため、点検済表示制度の円滑な推進

を図る。 

  ③ 都道府県消防設備協会に対し資料及び教材を提供するとともに、これら協会が行

う研修会及び点検報告率向上施策事業に対し助成金を交付する。 

  ④ 消防用設備等保守業務関係者及び防災安全関係者に対する理事長表彰を実施する

ほか、叙勲、褒章、内閣総理大臣表彰、総務大臣表彰及び消防庁長官表彰の候補者

を上申する。 

  ⑤ 消防用設備等の点検・整備の促進を図るための広報活動を行う。 

 (2) 防火安全の徹底 

  ① 「消防防災事業団体連絡協議会」と連携協調を図りつつ、防火・防災対象物の防

火安全の一層の徹底を図る。 

  ② パンフレット等の配布を通じ、防火・防災対象物の防火安全の徹底を図るための

広報活動を行う。 

 

７ 国際協力 

  消防防災に係るＯＤＡ案件を推進するとともに、研究業務及び国際消防事情を調査し、

開発途上国の消防能力の強化・発展に寄与する。また、消防防災関係団体等に協力し、

東南アジアを始めとする諸外国に日本の消防技術・制度や資機材に関する情報提供を実

施するほか、消防庁等関係機関による国際協力事業を支援する。 

 

 



 

８ 防災製品ＰＬ対策 

  防災製品の欠陥により生じた被害に関する相談、苦情処理及び紛争解決のための斡

旋・仲介並びに消防車両・資機材に係る事故情報の収受・公表等を行う。 

 

９ 刊行物の頒布等 

 (1) 消防設備士講習用参考図書、消防関係法令集、消防防災に関する専門図書その他の

刊行物を作成頒布する。 

 (2) 消防防災に係る広報啓発資料を作成頒布する。 

 (3) 「月刊フェスク」電子版を発行する。 

 (4) インターネットを活用した消防防災の情報提供を行うとともに、Ｗｅｂサイト（消

防交流広場）を通じた消防関係者間の連携を推進する。 

 

１０ 消防防災情報通信システム等に関する支援 

 (1) 消防本部等における消防通信指令システム及び消防救急デジタル無線システム等の

円滑な整備、運用改善に資するため、助言を行う。 

 (2) 防災通信関係事業者に対し消防防災通信行政の動向や、都道府県・市町村の防災情

報システム、消防通信施設に関する情報提供を行う。 

 

１１ 団体保険等 

  団体保険の契約者として、都道府県消防設備協会と連携し都道府県消防設備協会会員

事業所のための消防設備業総合保険及び消防防災福利厚生支援事業並びに防災製品製造

企業のための防災製品団体ＰＬ総合補償制度等の普及促進を支援する。 

 

１２ その他 

 (1) 安全センターの行う業務に関する情報の提供に努める。 

 (2) その他安全センターの設立目的を達成するための諸事業を行う。 

 

 


